
令和 5 年 11 月 2 日大学運営会議確認 

 

教授会審議事項について(確認事項) 
 

令和健康科学大学学則第 3 条第 1 項 3 号に掲げる「教育研究に関する重要な事項で、教

授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」は、大学設置申請時に提出

した「設置の趣旨等を記載した書類」の趣旨に鑑み、以下のとおり確認する。 

 

教育研究に関する重要事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの。 

学則その他諸規定に関すること 

教育課程に関すること 

学生の退学、休学等学籍に関すること 

学生の表彰及び懲戒に関すること 

その他、学長が諮問する事項 

 

参考   

学則 抜粋 

(教授会の審議事項等)  

第 3 条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるもの

とする。  

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了  

(2) 学位の授与  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴

く ことが必要なものとして学長が定めるもの  

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関す

る事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

学校教育法 抜粋 

第九十三条 大学に、教授会を置く。 

② 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとす

る。 

一 学生の入学、卒業及び課程の修了 

二 学位の授与 

三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 

③ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組

織の長（以下この項において「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項

について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

④ 教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。 

 

 

 

 


